
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
平
成
四
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
四
）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
（
昭
和
四
十
年
人
事
委
員
会
規
則
八
―
二
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
八

―
二
）
」
に
改
め
る
。

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」

に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
容
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
技
能

教
育
施
設
内
容
変
更
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
指
定
」
の
次
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
省
令
第
六
条
第
二
項
」

を
「
政
令
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
次
に
「
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
政

令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
」
を
加
え
、
「
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
（
第
三
号
様

式
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

政
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
及
び
指
定
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
連
携
措
置
に
係
る
科
目
指
定
変
更
（
指
定
解
除
）
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
六
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
四
条
の
二

政
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
技
能
教
育
施
設
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
指
定
技
能
教
育
施
設
廃
止
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
又
は
前
条
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「技

能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（昭
和
３
７

，
、

「

学
校
教
育
法
施
行
令
第
３
３
条
の
２

年
文
部
省
令
第
８
号

）第
６
条
第
１
項

」
を

に
改
め

学
校
教
育
法
施
行
令
第
３
４
条
第
２
項

」



、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）
と
し
、
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。



第２号様式（第３条第１項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設内容変更届出書

学校教育法施行令第34条第1項の規定による技能教育施設の内容変更をしたいので、次のと

おり届け出ます。

変更事項 変更前 変更後



第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第４号様式（第４条第３項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

連携措置に係る科目指定変更（指定解除）申請書

学校教育法施行令第34条第２項の規定による連携措置に係る科目の指定変更（指定解除）を受
けたいので、関係書類を添えて、申請します。

１ 技能教育施設のための施設の名称及び所在地

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

２ 指定変更（指定解除）を受けようとする科目に関する事項

技能教育を受
指定変更（指定解除）を受けようとする技能教育に係る科目

技 能
ける者の数

教育の
修業

種 類 年限 申請時の 内容の １年間 履 修 同時に技能 担当する
定員 名称 の指導 教育を受け
実 員 数 概 要

時間数
年 次

る者の数
者 の 数

年 (変更前) 時間 人 人

(変更後)

３ 指定変更を受けようとする科目に係る技能教育のための施設及び設備の状況に関する事項

施 設 設 備

名 称 数 量 構 造 面 積
専用・

名 称 数 量
専 用 ・

共用の別 共用の別

(変更前) ㎡ (変更前)

(変更後) (変更後)



第５号様式（第４条の２関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設廃止届出書

学校教育法施行令第35条第１項の規定による技能教育施設の廃止をしたいので、次のとおり届
け出ます。

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

廃 止 予 定 年 月 日



（
県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
一
」
に
改
め
る
。

（
教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
九
―
五
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委

員
会
規
則
九
―
五
）
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二

年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事

委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


